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一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長
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経済産業省製造産業局長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和元年６月７日付
け警察庁丙組組企発第６１号、 警察庁警備局長から令和元年６月、７日付け警察
庁丙備企発第５７号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせしま

す。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和元年６月７日付け外務
省告示第３３号により、 国家公安委員会委員長が令和元年６月７日付け国家公
安委員会告示第１０号及び第１１号によりタリバーン関係者等のリストの改正
第一表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９

年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の
届出義務を徹底されたいというものです。

　

工 Ｓ工Ｌ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法
律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を
お願いいたします。
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警察庁丙組組企発第６１号
警察庁丙備企発第５７号
令

　

和 元 年
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月

　

７

　

日

経済産業省製造産業局長

　

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警

　

察

　

庁 警

　

備

　

局

　

長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１２４）

　

この度、 別添のとおり 「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対
象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和元年６月 ７日付

け外務省告示第３３号）並びに「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま
え我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項

の規定に基づき国際テロリストを公告する件」（令和元年６月７日付け国家公安委員会
告示第１０号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が
実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第三項において準

用する同条第二項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する

件」（令和元年６月 ７日付け国家公安委員会告示第１１号）により資産（財産）凍結措置
等の対象となる者の一部が改正された。

　

タリバ」ン関係者等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による

収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下 「犯罪収益移転防止法」 と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、
また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第
２２８ 号）及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す
る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成 ２６ 年法律第１２４号。 以下
「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を周知していただくととも
に、 ＩＳ ＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含
まれていることにも留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、 また、 タリバーン関係

者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、 よ
ろしくお取り計らい願いたい。・
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住所；際）ＶｉａｌｔｏｎｔｅＧｒａｐｐａ１５，Ａｒｌｕｎｏ

　

ｏｔｉｌａｎ），ｌｔａｌｙ
（ｂ）ＶｉａＣｅｆａｌｏｎｉａ

　

ｌｌ，Ｍｉｌａｎ，工ｔａｌｙ（Ｄｏｍｉｃｉｌｅ， 判明し

ている最新の住所）

国連制裁委員会による指定日：２００３年１１月１２１１（２

００５年１２月２０日、２００６年７月３１日、２００７年

１２月２１日、 ２００９年６月３日及び２０１１年５月１

６Ｈに改訂）

その他の情報：２００２年１０月９＝に逮捕

　

２０１２年４

月２７日までイタリアにおいて拘留されている。 ２００５

年５月１１日にテロ組織に所属していたとしてチュニス軍

事法廷における欠席裁判にて２０年の懲役判決を受ける。
父の名前はＭｏｈａｍｅｄｓｈａｒｉｆ。 母の名前はＦａｔｉｍａ。 安全保障

理事会決議１８２２（２００８年）に基づく見直しは２０１

０年６月２１日に終ｒした。
［４Ｏ８． ～７７５・

　

１各］ ［４０８． ～７７５． 同ノ司

［新設］７７６．

　

イラクとしバント地方のイスラム国ホラサンαＳＩＬ‐Ｋ） 御ｉ

称：（ａ）ＩＳＩＬホラサン（ｂ）イスラム国のホラサン州 （ｃ）工ＳＩＳ

ホラサン州 （ｄ）ＩＳＩＬの南アジア支部 （ｅ江ＳＩＬに属する南

ア・ジア支部）

ＩＳＬＡＩＩにＳＴＡＴＥＩＮＩＲＡＱ祉のＴＨＥＬＥＶＡＩＮＴ－ＫＨＯＩＵ・ＳＡＩＮ（ＩＳＩＬ－

Ｋ） （ａ．ｋ．ａ．：（ａ）ＩＳ工Ｌ

　

ＫＨｏｆＵＩＳＡＺＮ

　

（ｂ）ＩＳＬＡＭＩＣ

　

ＳＴＡＴＥ’Ｓ

ＫＨＯＩＵ・ＳＡＮＰＲＯ＼ｒ工ＮＣＥ （ｃ）ＩＳＩＳＷＩＬＡＹＡＴ細ＯＲＡＳＡＩＮ （ｄ）

ＩＳＩＬ’ＳＳＯＵＴＨＡＳ工ＡＢ鰹豆ＮＣＨ （ｅ）ＳＯＵＴＨＡＳＩＮＮＣ帯蝉ＴＥＲＯＦ

工ＳＩＬ

所在地：不明

国連制裁委員会による指定＝：２０１９年５月１」Ｅ：ｉ

その他の情報：イラクとしバント地方のイスラム国ホラサ

ン（ＩＳＩＬ－Ｋ）は

　

２０１５年１月１ＯＨにパキスタン・タリ

バーン運動（５９１，に指定した団体）のかつての司令官に

より組織され、イラクのアル・カーイダ（４５３，に指定し

た団体）としてリストに掲載されているイラクとしバント

地方のイスラム圏（ＩＳＩＬ）に忠誠を誓ったかつてのタリバー

ン派司令官らにより設立された。ＩＳＩＬ－Ｋは、 アフガニスタ

ン及びパキスタンでの複数の攻撃に関する犯行声明を出し

た。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配者のウェブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／”鴨Ｗ．ｉｎｔｅｒｐｏ１．ｉｎｔ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ‐

ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ‐Ｅｎｔｉｔｉｅｓ



０回鮎《淋総額魚印綬紙十中

　

払Ｓ回越１トロ Ｋ 姿′

　

回議側傘鎌針逃避団怖くに兆罷懲 １１に一く＋￥中靴這 ぬ稲鯉拘長愛郷皿猟

Ｓ半懲や 娯楽￥艦繕拘纂裂Ｓ ′
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る鰍糟ト 回趣１トロ Ｋ Ｓ癒糧Ｓ餐撰瀦一誕ヤ 婁蚕楚廻拠 （肝後１１十に貼拠逓搬に１１十圏域） 紙

川紙撚１轡Ｓ限股一端でれ′

　

払Ｓ 翼愈印１ ヤ ０

　

年長－日掛に贋｝ｍ

　

アル・カーイダ／工Ｓ工Ｌ（ダーイシュ） と関係を有する法人その他の団体

　

名 称

　

イ ラクと しバ ン ト地方のイ ス ラ ム国 ホラ サ ン

　

ＯＳＬＡＮＩＣ

　

ＳＴＡＴＥ

　

州

　

工ＲＡＱＡＮＤ ＴＨＥ ＬＥＶＡＮＴ ‐Ｋ

ＨＯＲＡＳＡＮ （工Ｓ工Ｌ－Ｋ））

　

別名

　

（ａ）工ＳＩＬホ ラサ ン （ＩＳ工ＬＫＨＯＲＡＳＡＮ） （ｂ）イ スラム国のホラサ ン州 （ＩＳＬＡＭＩＣＳＴＡＴＥ’ＳＫＨＯＲＡＳＡＮ

ＰＲＯＶＩＮＣＥ） （ｃ月Ｓ工Ｓホ ラサ ン州 （工ＳＩＳＷＩＬＡＹＡＴＫＨＯＲＡＳＡＮ） （ｄ）工Ｓ工Ｌの南 アジア支部 （工Ｓ工Ｌ’ ｓＳＯＵＴＨ

ＡＳＩＡＢＲＡＮＣＨ）

　

（ｅ月ＳＩＬに属 する南ア ジア支 部 （ＳＯＵＴＨＡＳＩＡＮＣＨＡＰＴＥＲＯＦ

　

工ＳＩＬ）

　

旧名称

　

不明

　

所在地

　

不明

　

名簿に記載された年月日

　

２０１９年５月１４日

　

名簿記載者公告番号

　

ＱＥ－８５

　

そ の他 参考となる べき 事 項

　

イ ラク と しバ ン ト地方 のイ ス ラ ム国 ホラ サ ン（ＩＳ工Ｌ‐Ｋ）は、 ２０１５年 １月

１０日 にパ キスタ ン・タ リ バー ン運動 （ＱＥ－５６） の かつて の 司令 官 によ り組 織さ れ、 イ ラク のアル ・カ

ーイダ（ＱＥ－４８）としてリストに掲載されている ラクとしバント地方のイスラム国（ＩＳ工Ｌ）に忠誠を誓

っ た かつ てのタリ バ ー ン派司令官 らにより 設 立され た。 ＩＳ工Ｌ－Ｋは、 ア フ ガニスタ ン及 びパ キス タ ンで

の複数の攻撃に関する犯行声明を出した。 同団体に対するイ ンターポール （国際刑事警察機構）・国

連安全保 障理事会 特別 手配書の ウェ ブ・リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖ

ｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ－Ｅｎｔｉｔｌｅｓ



○ 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 十 一

　

号

　

次 の 公 告 国 際 テ ロ リ ス ト が 、 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会 決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 に よ り 設 置 さ れ た 委

員 会 の 作 成 す る 名 簿 か ら 抹 消 さ れ た の で 、 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会 決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 を 踏 ま え

我 が 国 が 実 施 す る 国 際 テ ロ リ ス ト の 財 産 の 凍 結 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 四

号 ） 第 三 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 元 年 六 月 七 日

国 家 公 安 委 員 会 委 員 長

　

山 本

　

順 三

　

浄 糸

　

井 ｔ ｂ － ≧ ・ 市 ＼ ノ

　

・ Ｈ ヒ ー ・ 九 ・ ＼ ノ 一

　

・ ヰ て ・ ヰ 亀 （ 青

め の 三 田 之 式 畠 ≧ 田 ｏ ≧ １ 室 岡 閃 ； 切 望 家 宝 孝 白 ｏ の き 撃 と １ の 圭 ｏ 〇

　

糸 翻 穴 副 爆 欲 さ 浄 冊 加 ｍ

　

Ｎ ｏ ｏ ｗ 冊 □ 加 － Ｎ ｍ （ ｇ ｏ ｍ 冊 － Ｎ 超 Ｎ ｏ ｍ ′

　

Ｎ ｏ ｏ ｏ 冊 一 加 ” ー ｍ ′

　

Ｎ Ｏ Ｏ ー 榊 ー Ｎ 加 日 ｍ ′

Ｎ ｏ ｏ ｏ 嶺 の 加 ｍ ｍ ※ 嘆 き － － 冊 帆 ロ ー の ｍ 丙 懲 当 ）

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

　 　 　 　




